
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

 
 

◯
　

〃

〃

 
 

◯
　

〃

〃

 

目
　

　

　

次

担

当

課

（

室

）

◯
　

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

 
 

の

完

了

 
 

 

【

告
　

　

　

示

】

◯
　

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

 
 

 

◯
　

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

地

域

医

療

推

進

課

完

了

 
 

 
 

に

係

る

事

項

の

変

更

【

人

事

委

員

会

】

 
 

 

◯
　

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

医

薬

安

全

課

◯
　

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

及

び

休

暇

に

関

す

る

人

事

委

員

会

 
 

 

◯
　

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

課

規

則

及

び

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

 
 

◯
　

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

障

害

福

祉

課

日

及

び

休

暇

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

 
 

 
 

関

の

指

定

規

則

 
 

 

◯
　

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

（

県

例

規

集

登

載

） 

 
 

 
 

関

の

指

定

の

更

新

【

正
　

　

　

誤

】

 
 

◯
　

道

路

の

占

用

を

制

限

す

る

区

域

の

指

定

道

路

整

備

課

◯
　

通

勤

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

人

事

委

員

会

 
 

◯
　

海

岸

法

に

基

づ

く

放

置

等

禁

止

区

域

及

び

放

置

河

川

課

規

則

の

正

誤

 
 

 

等

禁

止

物

件

の

指

定

（

県

例

規

集

登

載

） 

 
 

【

公
　

　

　

告

】

 
 

◯
　

落

札

者

等

の

決

定

危

機

管

理

課

 
 

◯
　

〃

〃

 
 

◯
　

〃

デ

ジ

タ

ル

推

進

課

 
 

◯
　

土

地

改

良

区

の

定

款

変

更

の

認

可

耕

地

課

 
 

◯
　

県

営

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

〃

 
 

◯
　

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

 
 

◯
　

〃

〃

 
 

◯
　

〃

〃

◯
　

〃

〃

岡

山

県

公

報

 　　令和８年６月１９日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１２８１２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
を
受
理
し
た
□ 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

 

指
定
に
係
る
事
項
を
変
更
し
た
医
療
機
関 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

変
更
事
項 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

変
更
前 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

変
更
後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 

変
更
年
月
日 

ハ
□
ト
ラ
イ
フ
薬
局 

玉
島
乙
島
店 

 
 

 

医
療
機
関
の
名
称 

 
 

 
 

 
 

 

き
た
ぞ
の
薬
局 

玉
島
店 

 
 
 
 

ハ
□
ト
ラ
イ
フ
薬
局 

玉
島
乙
島
店 

 

令
和
八
年
六
月
一
日 

 

令和８年６月１９日　岡山県公報　第１２８１２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
七
号 

 

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
□
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
□
以
下
□
条
例
□
と
い
う
□
□
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り

指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

知
事
指
定
薬
物
の
名
称 

１ 

二―

□
二―
□
□
ベ
ン
ゾ
□
ｄ
□
□
一
・
三
□
ジ
オ
キ
ソ
□
ル―

五―

イ
ル
□
メ
チ
ル
□―

五

―

ニ
ト
ロ
□
一
Ｈ―
ベ
ン
ゾ
□
ｄ
□
イ
ミ
ダ
ゾ
□
ル―

一―

イ
ル
□―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
エ
チ
ル
エ
タ

ン―

一―

ア
ミ
ン
□
通
称
名
Ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ
ｅ
ｎ
ｅ
ｄ
ｉ
ｏ
ｘ
ｙ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｎ
ｅ
□
及
び
そ

の
塩
類 

２ 

二―

□[

四―

□
二―

フ
ル
オ
ロ
エ
ト
キ
シ
□
フ
□
ニ
ル
□
メ
チ
ル
□―

五―

ニ
ト
ロ―

一―

□
二―

□
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
□
エ
チ
ル
□―

一
Ｈ―

ベ
ン
ゾ
□
ｄ
□
イ
ミ
ダ
ゾ
□
ル
□
通

称
名
Ｆ
ｌ
ｕ
ｅ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｐ
ｙ
ｎ
ｅ
□
Ｎ―

ｐ
ｙ
ｒ
ｒ
ｏ
ｌ
ｉ
ｄ
ｉ
ｎ
ｏ
ｆ
ｌ
ｕ
ｅ
ｔ

ｏ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｎ
ｅ
□
及
び
そ
の
塩
類 

３ 

Ｎ―

□
二―

□
五―

メ
ト
キ
シ―

一
Ｈ―
イ
ン
ド
□
ル―

三―

イ
ル
□
エ
チ
ル
□
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
□
通
称
名
五―

Ｍ
ｅ
Ｏ―

Ｎ
ｉ
Ｐ
Ｔ
□
及
び
そ
の
塩
類 

二 

指
定
の
理
由 

 

条
例
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
該
当
し
□
県
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
□
令
和
八
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

令和８年６月１９日　岡山県公報　第１２８１２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
号 

介
護
保
険
法
□
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
□
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

医
療
法
人
み
わ
記
念
病
院
さ
つ
き
の
里
デ
イ
サ
□
ビ
ス
セ
ン
タ
□ 

２ 

所
在
地 

浅
口
市
金
光
町
地
頭
下
二
八
一―

二 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

医
療
法
人
み
わ
記
念
病
院 

２ 

所
在
地 

浅
口
市
金
光
町
佐
方
八
〇
番
地
一 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
八
年
六
月
十
一
日 

 
 

 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
二
七
〇
〇
四
三
九 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

通
所
介
護 

 
 

 

令和８年６月１９日　岡山県公報　第１２８１２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
□ 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

担
当
す
る
医
療
の
種
類 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

指
定
年
月
日 

 

訪
問
看
護
・
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
□
シ
□
ン 

Ｏ
Ｎ
Ｅ 

津
山
市
田
町
一
〇
九―

四 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

訪
問
看
護
□
腎
臓
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

令
和
八
年
六
月
一
日 

 

Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ 

島
村
薬
局
小
田
店 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

小
田
郡
矢
掛
町
小
田
五
五
二
六―

一 
 

 
 
 

調
剤 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

令
和
八
年
六
月
一
日 

 

み
つ
い
し
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

備
前
市
三
石
一
六
六―

三 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
八
年
五
月
一
日 

 

株
式
会
社
ダ
テ
薬
局 

玉
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

玉
野
市
玉
二
丁
目
一
二―

六 
 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

令
和
八
年
六
月
一
日 

 

ア
イ
ン
薬
局
吉
備
加
茂
川
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
下
加
茂
一
一
〇
三―

九 
 

調
剤 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 
 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

 

ア
イ
ン
薬
局
吉
備
中
央
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
七
五
二
〇―

一
〇 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

令和８年６月１９日　岡山県公報　第１２８１２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
□ 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

担
当
す
る
医
療
の
種
類 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

更
新
年
月
日 

ゆ
ず
り
は
薬
局 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新
見
市
石
蟹
六
五―

五 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
八
年
六
月
一
日 

び
ぜ
ん
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
前
市
伊
部
九
〇―

五 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
八
年
六
月
一
日 

な
で
し
こ
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

真
庭
市
中
四
四
八―

一 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
八
年
六
月
一
日 

株
式
会
社
末
田
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

津
山
市
田
町
九―

三 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
八
年
六
月
一
日 

 

令和８年６月１９日　岡山県公報　第１２８１２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
一
号 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
占
用

を
制
限
す
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

そ
の
関
係
図
面
は
□
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
□ 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
す
る
道
路
の
種
類
□
路
線
名
及
び
占
用
を
制
限
す
る
区
域 

二 

占
用
の
制
限
の
対
象
と
す
る
物
件 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
□
四
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設

に
よ
る
も
の
を
除
く
□
□
□
た
だ
し
□
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
□
当
該

道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
□
こ
の
限
り

で
な
い
□ 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
□
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡

大
を
防
止
す
る
た
め 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

     

  

県
道 

 

道
路
の
種
類 

西
大
寺
備
前
線 

 

路
線
名 

備
前
市
畠
田
字
目
田
六
五
番
五
地
先
か
ら 

備
前
市
畠
田
字
矢
田
二
三
八
番
九
地
先
ま
で 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

令和８年６月１９日　岡山県公報　第１２８１２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
二
号 

 

海
岸
法
□
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
□
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
規

定
に
よ
り
一
般
公
共
海
岸
区
域
の
う
ち
□
海
岸
の
利
用
□
地
形
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
□
海
岸
の
保
全

上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
指
定
す
る
区
域
を
□
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
区
域
内
に
お
い

て
放
置
等
を
禁
止
す
る
物
件
を
次
の
と
お
り
指
定
し
□
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
□ 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

区
域 

二 

物
件 

船
舶
及
び
船
舶
の
係
留
の
用
に
供
す
る
工
作
物 

  

玉
野
市
後
閑
字
山
田
一
九
七
四
番
地

地
先 起 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

点 

玉
野
市
後
閑
字
長
疇
一
九
〇
八
番
の

一
地
先 

終 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

点 

六
〇 

 

延 
 

 
 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 
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□
二
五
五
□
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
□
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
□
に
基
づ
き
□
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
□
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

調
達
件
名 

 
 

岡
山
県
高
度
防
災
情
報
ネ
□
ト
ワ
□
ク
整
備
事
業
震
度
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
業
務 

二 

契
約
期
間 

 
 

令
和
八
年
五
月
七
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

岡
山
県
危
機
管
理
課 

 
 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

四 

落
札
者
を
決
定
し
た
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
三
日 

五 

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

エ
ヌ
・
テ
□
・
テ
□
・
デ
□
タ
・
カ
ス
タ
マ
□
サ
□
ビ
ス
株
式
会
社 

中
国
支
社 

 
 

広
島
県
広
島
市
南
区
比
治
山
本
町
一
一
番
二
〇
号 

六 

落
札
金
額 

三
一
九
□
八
五
四
□
七
〇
〇
円
□
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
二
九
□
〇
七
七
□
七
〇
〇
円
□ 

七 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続 

 
 

一
般
競
争
入
札 

八 

入
札
公
告
日 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
三
日 
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□
二
五
六
□
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
□
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
□
に
基
づ
き
□
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
□
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

調
達
件
名 

 
 

岡
山
県
高
度
防
災
情
報
ネ
□
ト
ワ
□
ク
整
備
事
業
電
話
交
換
シ
ス
テ
ム
整
備
業
務 

二 

契
約
期
間 

 
 

契
約
締
結
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

岡
山
県
危
機
管
理
課 

 
 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

四 

落
札
者
を
決
定
し
た
日 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
九
日 

五 

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
株
式
会
社
岡
山
支
社 

 
 

岡
山
市
北
区
中
山
下
二
丁
目
一
番
九
〇
号 

六 

落
札
金
額 

一
二
五
□
四
〇
〇
□
〇
〇
〇
円
□
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一
一
□
四
〇
〇
□
〇
〇
〇
円
□ 

七 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続 

 
 

一
般
競
争
入
札 

八 

入
札
公
告
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
七
日 
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□
二
五
七
□
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
□
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
□
に
基
づ
き
□
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
□
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

調
達
件
名 

 
 

お
か
や
ま
全
県
統
合
型
Ｇ
Ｉ
Ｓ
更
新
業
務 

 

二 

契
約
期
間 

 
 
 
 

令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で 

三 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

岡
山
県
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
課 

 
 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

四 

落
札
者
を
決
定
し
た
日 

 
 

令
和
八
年
六
月
四
日 

五 

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

株
式
会
社
パ
ス
コ
岡
山
支
店 

 
 

岡
山
市
北
区
本
町
二
番
五
号 

六 

落
札
金
額 

 
 
 
 

一
月
当
た
り
一
□
三
四
七
□
五
〇
〇
円
□
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一
二
二
□
五
〇
〇
円
□ 

七 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続 

 
 

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札 

八 

入
札
公
告
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
十
七
日 
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□
二
五
八
□
土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

土
地
改
良
区
の
名
称 

 
 

砂
川
右
岸
土
地
改
良
区 

二 

認
可
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
日 
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□
二
五
九
□
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
一
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

 
地 
区 

名 
 

 
 

 
 

 
 

工 
 

 

種 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

完
了
年
月
日 

建
部
□
川
口
原
□ 

 
 

 
 

 

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備 

 
 

 
 

令
和
八 

・ 

三
・
三
〇 

建
部
□
桜
□ 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
八 

・ 

三
・
三
〇 

建
部
□
下
神
目
下
□ 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七 

・
一
一
・ 

四 

建
部
□
土
師
方
□ 

 
 

 
 

 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七 

・ 

三
・
二
八 
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□
二
六
〇
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

美
作
市
中
河
内
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
Ｕ
Ａ
Ｖ
レ
□
ザ
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
八
年
五
月
七
日
か
ら
同
月

二
十
九
日
ま
で 

測

量

期

間 
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□
二
六
一
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
倉
敷
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

倉
敷
市
水
島
東
栄
町

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
基
準
点
測
量
等
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
同
年

八
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 
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□
二
六
二
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

井
原
市
東
江
原
町
及

び
同
市
木
之
子
町 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
定
期
縦
断
測
量
及
び
Ｕ

Ａ
Ｖ
レ
□
ザ
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
八
年
四
月
十
五
日
か
ら
同

年
十
月
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 
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□
二
六
三
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

笠
岡
市
甲
弩
□
同
市

走
出
□
小
田
郡
矢
掛

町
小
田
□
井
原
市
神

代
町
□
同
市
東
江
原

町
及
び
同
市
木
之
子

町 測

量

区

域 

公
共
測
量
□
Ｕ
Ａ
Ｖ
レ
□
ザ
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日
か
ら

同
年
十
月
十
三
日
ま
で 

測

量

期

間 
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□
二
六
四
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

真
庭
市
一
色
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
基
準
点
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
八
年
三
月
九
日
か
ら
同
年

八
月
二
十
四
日
ま
で 

測

量

期

間 
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□
二
六
五
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

久
米
郡
美
咲
町
打
穴

上
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
基
準
点
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
八
年
三
月
十
三
日
か
ら
同

年
八
月
二
十
四
日
ま
で 

測

量

期

間 
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□
二
六
六
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

苫
田
郡
鏡
野
町
吉
原
字
九
反
田
七
一
九
番
一
□
七
一
九
番
二
□
七
二
〇
番
一
□
七
二
〇
番
二
□
七

三
四
番
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

広
島
県
福
山
市
南
蔵
王
町
三
丁
目
一
番
一
三
号 

ゴ
□
ル
ド
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

安
田 

大
増 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
八
年
一
月
十
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
四
二
号 
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□
二
六
七
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
□
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

苫
田
郡
鏡
野
町
吉
原
字
九
反
田
七
一
九
番
一
□
七
一
九
番
二
□
七
二
〇
番
一
□
七
二
〇
番
二
□
七

三
四
番
二 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

水
路 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
□
開
発
登
録
簿
は
□
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
□
□ 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

広
島
県
福
山
市
南
蔵
王
町
三
丁
目
一
番
一
三
号 

ゴ
□
ル
ド
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

安
田 

大
増 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
八
年
一
月
十
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
四
二
号 
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

　

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日

 
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

　
　

令
和
八
年
六
月
十
九
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

安　
　

田　
　
　
　
　

寛　
　
　

　
　
　

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、

 

　
　
　

休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

 

　

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
等
」
を
「
、
被
害
者
参
加
人
等
」
に
改
め
る
。

一　

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則

 

第
十
六
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号

二　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
岡
山
県
人
事
委

 

員
会
規
則
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号

 

　
　
　

附　

則

 

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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〔
七
〕
令
和
八
年
三
月
二
十
四
日
付
け
（
号
外
）
公
布
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

 

規
則
（
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

  
頁
・
行

誤

正

二
・
終
わ
り
か

第
三
号

第
三
項

ら
二
二
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